
TEL　0997-57-7373　　　FAX　0997-54-4452

生きるよろこびのある生活づくりをめざして

生協ヘルパーステーション あまみ

奄美市名瀬長浜町8番7号　生協会館１階



　　　【身体介護】　　　　　　　　　　　【生活援助】

【次のことは致しかねます】

30分以上1時
間未満 436円

・医療行為 ・大掃除 ・来客の応接 ・庭の草取り ・窓のガラス磨き

・利用者以外のものに係る調理、洗濯、掃除、買い物

　　　　・身体の清潔　　　・食事介助　　　　・掃　除

　　　　・排泄の介助　　　・入浴介助　　　　・洗　濯

　　　　・更衣介助　　　　・自立支援　　　　・買い物

　　　　・外出介助　　　　　　　　　　　　　・一般的な調理

 身体介護 利用料金 生活援助 利用料金

20分未満 184円
20分以上
45分未満 201円

45分以上 248円

1時間以上1時
間30分未満の
身体介護

711円 784円 858円

身体介護の後
引き続き生活援
助を行った場合

1時間以上1時
間半未満 637円

20分以上30分
未満の身体介護 349円

 20分以上
30分未満 275円

　・特別事業所加算が加算されています。

30分以上1時間
未満の身体介護 509円 583円 657円

422円 496円

生活援助20分 生活援助45分
生活援助
70分以上

≪ 別途に加算≫   
・早朝 25％

（午前6時～午前８時）

・夜間 25％
午後6時～午後10時）

・深夜 50％

(午後10時～午前6時）

・特別地域加算

利用料の15％

・介護職員処遇改善加算

利用料金の13.7%

・初回加算 200円/月

・緊急時訪問介護加算
100円/回



　◎利用者ができないことをホームヘルパーが手助け

週1回程度の利用（要支援１・要支援２）

　　　したり一緒に行います。

　◎家事等の日常生活上の支援を行います。

週２回を超える利用（要支援２） 3,727円

1,176円

週2回程度の利用（要支援１・要支援２） 2,349円

≪ 別途に加算 ≫
・特別地域加算

利用料の15％

・初回加算 200円/月

・介護職員処遇改善加算
利用料の10％



◎要介護認定が必要です　　　　　　　　 【月曜日～金曜日】

◎居宅介護支援事業所の作成した居宅　　　　 午前9時00分～午後5時30分

  サービス計画に基づいてご利用いた　　 【土曜日】

  だけます。　　　　　　　　　　　　　　　 午前9時00分～午後1時00分

　　 ＊日曜日・祝祭日・12月30日～1月3日

 　　　は休みです。但し営業日以外の日・時でも

　　　 相談に応じます。

相談

相談・連絡

事前訪問・契約

訪問開始

依頼
居宅介護支援事業者
居宅サービス計画作成

生協ヘルパーステーション

あまみ

生協ヘルパーステーション
あまみ

利用者や
そのご家族


